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◆ 来週９日から宣伝カーを総出動　
　■憲法を生かし、９条を守る、働くルール確立大宣伝

　■改憲手続き法案の狙いと問題点を国民の中へ伝えきる
◎東京は１３０台の宣伝カーを運行
　与党は、改憲手続き法案について昨５日の中央公聴会を終えて、１２日特別委員会採決、１３日本会議採決を規定の方針とばかりに改憲へ向けてひた走ろうとしています。

　しかし、新潟・大阪の地方公聴会、中央における２回の公聴会では、与党案・修正案に賛成の公述人を含め２１人の公述人の多くが、法案それ自体の問題点を指摘するとともに、「慎重審議を徹底し、拙速な採決はすべきでない」との声をあげています。
■マスコミは、与党と民主の動きや国会の審議日程を報道する程度で、法案の内容や問題点を報道するメディアが地方紙の一部に限られているため、圧倒的な国民は改憲手続き法案が憲法を変えて日本を「戦争する国」にすることと直結した法案であることを知らされていません。まして、公務員・教育者の活動を規制し、労働組合や市民団体まで規制と弾圧の対象にしている、投票率次第では２割台の賛成でも改憲が成立する、テレビの有料コマーシャルが野放し状態である、などの問題点を知る由もありません。
■与党は、国民の目・耳・口を塞ぎ、国民の反対の世論や運動が盛り上がらないうちに強行しようとしています。民主党は基本軸は改憲の方向で一致し、手続き法案についてもほぼ一致しているにもかかわらず、修正案を提案することで参議院選挙に向けた対決ポーズをとろうとしています。
■こうした中にあって、憲法改悪反対共同センターに参加する諸団体が先頭に立って対話・宣伝・署名・学習、チラシ配布、宣伝カー運行などで、「改憲・戦争する国づくり反対」「わが県でも公聴会を開け」「国民の声を十分聞け」「拙速な採決強行はやめよ」・・・と大宣伝を行ない、国民世論を動かせば参議院選挙を控えているもとで、安倍自公政権の暴走に待ったをかけましょう。また、８日投票の選挙で憲法改悪反対・改憲手続き法案反対の候補が多数当選するなら、国会審議にも影響を与えることは必至です。憲法を守り生かすための訴えを友人･知人に広げましょう。
◆ 改憲手続き法案反対の宣伝カーをフル動員
共同センターは、改憲手続き法案反対の宣伝テープ(片面30分両面60分)を作成し、労働組合、民主団体の宣伝カーを総動員して音の出る大宣伝を呼びかけています。宣伝テープをそれぞれ必要なだけダビングし、改憲手続き法案をめぐり重大時期となる9日から13日を宣伝カーをフル動員し、大宣伝をおこないましょう。
東京共同センターに、参加組織から次々に注文が入り、６日現在で130本のテープをダビング、来週と再来週を統一宣伝週間に設定し、60万のチラシ配布と合わせ、全力をあげることにしています。
◆ 「改憲反対」統一宣伝ゾーン(４／９～１３)
憲法改悪反対共同センターは、衆議院憲法特別委員会１２日採決、１３日衆議院本会議採決に反対し、全国的に「９の日」宣伝を皮切りに１３日までを統一宣伝ゾーンとし、国会に向け各政党・憲法特委員への集中的な抗議･要請行動と法案のねらいと問題点を国民の中に徹底的に明らかにする行動を提起しています。

◆ 国会行動３日間(１１～１３)大作戦

◎４月１１日(水)　衆議院第２議員会館前集会　１２：１５～１３：００
　　　　　　　　　・前後に各団体ごとに議員要請

◎４月１２日(木)　★衆議院第２議員会館前の座り込み行動　１１：００～１６：００

　　　　　　　　　・昼の国会前行動(同所)　１２:１５～１３:００

　　　　　　　　　・座り込みと前後あるいは並行しての議員要請　　

　　　　　　　　　★STOP！改憲手続き法案４・１２大集会　１８：００～１９：２０

　　　　　　　　　場所－日比谷野外音楽堂、主催－「５・３集会実行委員会」　

◎４月１３日(金)　衆議院第２議員会館前の座り込み議員要請１１：００～１６：００

＊１２・１３日は朝から特別委員会、本会議の傍聴体制をとります。衆議院議面８時３

０分集合。また、団体ごとに国会議員への波状的な要請行動も行ないます。

◆ 国会に署名を届けよう！　

　全国各地各団体で取り組んでいる「改憲反対」「手続き法反対」の二つの署名を集約し、１１日から１３日までに国会行動に集中しましょう。直接国会にこれない場合は下記に送ってください。

〒１１３－８４６２　文京区湯島２－４－４　全労連会館４階　全労連内
　　　　　　　　　　憲法改悪反対共同センター(電話０３－５８４２－５６１１)

◆ 自宅からできる国会請願・・メール＆FAX
 ●国会議員、マスコミ一斉メールフォーム【転送・転載大歓迎】
　 こちら→ http://www.kyodo-center.jp/　
　自宅(事務所)のパソコンから、政党・憲法特別委員に対して、憲法第１６条にもとづく「請願権」行使の運動としてメール・FAXを送りましょう。与党議員には相当の圧力、共産･社民には激励となっています。今日６日までにメールは、２９,５６６通送られています。これを１０倍、１００倍にしましょう。
メールフォームはメーリングリストなどで転送・転載第歓迎です。
◆ 建交労・憲法署名100筆以上が106人

勘違いで署名用紙100枚への挑戦者も

　建交労は憲法改悪を阻止するたたかいを労働運動の最重要課題のひとつとして位置づけ、憲法署名の推進、「九条の会」の確立、街頭宣伝や学習会の開催などを全組織に呼びかけてきました。全体のとりくみは十分とはいえませんが、奮闘している組織・組合員も少なくありません。憲法改悪反対署名の中央本部に報告されている到達数は８万筆にも届かず大きく立ち遅れていますが、一方で１人１００筆以上の署名を集約している組合員が１０６人にも達していることが報告されています。

福岡県本部では１人１００筆以上の署名集約に挑戦するピースチャレンジャーに　　　１４支部で１５１人が登録、これまでに１１支部の８１人が１００筆以上の集約を達成し県本部から表彰を受けています。福岡県本部全体では５万筆の目標に対し現在２万2363筆（目標の44.7％）まで到達しています。

関西支部では２５人の組合員がピースチャレンジャーに登録し、すでに２５人全員が１００筆以上を集約して引き続き署名活動を継続しています。なかでも建交労に加入して３年ほどの今井さん（若い女性組合員）は、１００筆を「署名用紙１００枚」と思い込んでとりくみ、７０枚（３５０筆）を集約した時点で勘違いと知らされました。いまでは１００枚への挑戦を継続しています。関西支部全体では、目標の１万筆に対し現在約6000筆の到達点に立っています。

■ 学習会や宣伝活動も全国で展開！

　憲法学習活動では、06年の勤通大憲法特別コースに４３７人の建交労組合員が受講、今年はこれまでに４０人が受講し引き続きとりくみを継続しています。また、県本部や支部、部会単位での憲法学習会も積極的にとりくまれてきました。さらに、北海道札幌建設支部の５０カ所宣伝や函館合同支部の辻説法、愛知県本部や東京・愛知・京都・大阪の女性部、関西支部の青年部などによる街頭宣伝行動が展開されています。

■ 建交労の「九条の会」は７０掌握

建交労の方針にももとづいて「建交労九条の会」を結成するとりくみは、まだ大きなひろがりにはなっていませんが、１８の「九条の会」を確立した福岡県本部や９地域で結成した関西支部、７支部で結成したダンプ部会、労使共同で確立した埼玉ふじ分会と大阪タイムス分会など、全体で７０の「九条の会」が結成されたことを確認しています。

独自に「九条の会」を結成していないところでは、地域の「九条の会」などに結集している組織も少なからずありますが、憲法闘争を前進させるためにはみずからの職場に「九条の会」を確立し憲法闘争を職場の労働者全体にひろげることが重要です。引き続き「職場九条の会」結成に大きな力を注ぎましょう。
(建交労春闘推進ニュース７号より転載)
　短信･ホットライン　
■【日本国憲法に関する調査特別委員会に国民の声を！】 
◆意見窓口「憲法のひろば」へ投稿しよう！ 

　日本国憲法に関する調査特別委員会では、日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関して広く国民の意見を聴くため、意見窓口『憲法のひろば』を設けています。さまざまな意見を寄せていただけますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。 
　意見の受付は、kenpou@shugiinjk.go.jpとなっております。 
　寄せられている意見の内訳は、 
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/iken.htmでご覧いただけます。 
